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衆
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内
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一
君
提
出
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国
家
公
務
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独
立
行
政
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ス
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紙
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弁
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送
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。



衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
元
国
家
公
務
員
の
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
役
員
ポ
ス
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
時
点
で
、
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
（
職
務
の
専
門
性
等
を
踏
ま
え
、
専
ら
教
育
、

研
究
又
は
医
療
に
従
事
し
た
者
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
時
的
で
あ
っ
た
者
、
国
の
機
関
の
組
織
又
は
業
務
を
承

継
し
た
独
立
行
政
法
人
の
プ
ロ
パ
ー
職
員
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
九

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
独
立
行
政
法
人
の
嘱
託
等
の
ポ
ス

ト
に
就
い
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
年
間
報
酬
額
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
（
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た

め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
削
減
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
人
件
費
か
ら
そ
の
年
間
報
酬
が
支
出
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
調
査
（
以
下
「
今
次
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
現
時
点
で
各
府
省
に
お
い
て
確
認
で
き
た
者
に
つ
い
て
、
各
独
立
行

政
法
人
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
名
、
常
勤
又
は
非
常
勤
の
別
、
当
該
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者
の
氏
名
及
び
最
終
官

職
並
び
に
当
該
ポ
ス
ト
が
設
け
ら
れ
た
時
期
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一



独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
有
期
技
術
員

非
常
勤

田
中
博
久

総
務
省
情
報
通
信
研
修
所
管
理
部
長

平
成

十
九
年
七
月
三
日

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
審
議
役

非
常
勤

宮
嶌
和
男

文
部
科
学
省
大
臣
官
房
付

平
成
十
九
年
四
月
一
日

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
特
別
顧
問

非
常
勤

梅
津
至

特
命
全
権
大
使

平
成
二
十
年
四
月
一
日

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
参
事

常
勤

菅
谷
富
男

高
知
労
働
局
長

平
成
十
五
年
十
月
一
日

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
参
事

常
勤

大
石
裕
章

大
蔵
省
関
東
財
務
局
甲
府
財
務
事
務
所
長

平
成
十
五
年
十
月
一
日

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
参
事

常
勤

笹
岡
俊
夫

総
務
省
東
北
管
区
行
政
評
価
局
長

平
成
十

五
年
十
月
一
日

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
常
任
参
与

常
勤

中
村
賢
一

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所
総
括
政
策

研
究
官

平
成
十
五
年
十
月
一
日

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
常
任
参
事

常
勤

畠
山
功
市

財
務
省
主
計
局
付

平
成
十
六
年
三
月
一
日

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
参
与

常
勤

後
藤
光
義

新
潟
労
働
局
長

平
成
二
十
年
四
月
一
日

二



独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
東
京
セ
ン
タ
ー
相
談
役

常
勤

佐
々
木
恭
造

新
潟
労
働
局
長

平
成
二
十
一

年
四
月
一
日

独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
参
与

常
勤

鶴
岡
勇
夫

財
務
省
主
計
局
付

平
成
十
七
年
四
月
一
日

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
者
の
年
間
報
酬
額
は
、
千
万
円
か
ら
千
三
百
二
十
六
万
円
ま
で
の
範
囲
内
で

あ
り
、
そ
の
う
ち
、
千
万
円
以
上
千
二
百
万
円
未
満
が
四
人
、
千
二
百
万
円
以
上
が
七
人
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
財
団
法
人
ゆ
う
ち
ょ
財
団
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
組
織
変
更
前
の
郵
便
貯
金
振
興
会
を
含
む
。

）
の
理
事
長
に
つ
い
て
、
所
管
の
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
限
り

に
お
い
て
、
そ
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
最
終
官
職
及
び
任
期
を
示
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

澤
田
茂
生

昭
和
七
年
一
月
三
日

郵
政
事
務
次
官

昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
二
十
一
日
ま
で

塩
谷
稔

昭
和
八
年
十
月
十
日

郵
政
事
務
次
官

平
成
二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
七
月
四
日
ま
で

森
本
哲
夫

昭
和
十
年
五
月
二
十
六
日

郵
政
事
務
次
官

平
成
五
年
七
月
五
日
か
ら
平
成
九
年
八
月
十
二
日
ま
で

松
野
春
樹

昭
和
十
二
年
一
月
二
十
四
日

郵
政
事
務
次
官

平
成
九
年
八
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
二
十
八
日

三



ま
で谷

公
士

昭
和
十
五
年
八
月
七
日

郵
政
事
務
次
官

平
成
十
三
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
金
澤
薫

昭
和
二
十
年
一
月
二
十
三
日

総
務
事
務
次
官

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
二
十
八
日
ま

で
松
井
浩

昭
和
二
十
一
年
八
月
六
日

総
務
省
総
務
審
議
官

平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
六
日

ま
で清

水
英
雄

昭
和
二
十
四
年
一
月
九
日

総
務
省
総
務
審
議
官

平
成
十
九
年
八
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十

六
日
ま
で

三
に
つ
い
て

当
該
ポ
ス
ト
の
職
務
、
職
責
等
に
そ
ぐ
わ
な
い
処
遇
が
な
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
の
効
率
的
な
運
営
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今
次
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
各
独
立
行
政
法
人
及
び
そ
の
所
管

の
府
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
嘱
託
等
の
ポ
ス
ト
の
職
務
、
職
責
等
を
精
査
の
上
、
そ
の
廃
止
を
含
め
、
適
切
に
対
処
す

四



る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
今
後
、
今
次
調
査
の
対
象
に
該
当
す
る
ポ
ス
ト
の
新
設
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

五


